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規則の一部を改正する規則の制定について
令和６年９月１９日 原案可決
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令和６年五所川原市教育委員会第１０回定例会会議録 

日時：令和６年９月１９日（木）　午後１時３０分開会 

場所：五所川原市本庁舎　３階　議会委員会室 

 

◎議事日程 

　　　　　開会 

第　１　会議録署名委員の指名 
第　２　会期の決定 
第　３　前回会議録の承認（令和６年第９回定例会） 
第　４　教育長の報告 
第　５　報告第　７号　議案に対する意見について（令和６年度五所川原市一般会計補正予算第４号） 
第　６　報告第　８号　議案に対する意見について（公の施設の指定管理者の指定について） 
第　７　議案第２７号　五所川原市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則の制定について 
第　８　その他 
　　　　閉会 
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◎出席教育長及び委員（５名） 

                            　　　教育長         　          　 原　　　真　紀 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１番　　　　　　　　　　　　丁子谷      悟　委員 

２番　　　　　　　　　　　　奈　良　陽　子　委員 

３番　　　　　　　　　　　　楠　美　恭　寛　委員 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４番　     　       　　  　奥　山　彩　香　委員 

 

◎説明のため出席した職員（７名） 

                                                            　　　　　　　　　　　　　　教育部長  藤　原　弘　明 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課　　　　　　　　　　　　課長　須　藤　淳　也 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会教育課           　　 　　　　課長  棟　方　龍　峰 

                                       　　 　　　　　スポーツ振興課                  　　　課長　村　元　宏　禎 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課　　　　　　　　　　課長補佐　三　上　裕　久 

学校給食センター　　　　　　　　　　　　所長　葛　西　　　一 

図書館　　　　　　　　　　　　館長　山　内　　　淳 

 

◎職務のため出席した職員（２名） 

                                                　　　　　教育総務課                    課長補佐　工　藤　　　大 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会　　　　　　　　　　　事務員　山　田　理恵子 

 

◎傍聴者（１名） 
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◎開　会 

○教育長 

　　本日の出席は、私ほか委員が４名、定足数に達しております。これより令和６年五所川原市教育委員会第１０回定例会を開会

いたします。 

 

 

◎会議録署名委員の指名 

◯教育長 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、委員会会議規則第１７条第２項の規定により教育長が指名

とありますので、１番　丁子谷委員、３番　楠美委員を指名いたします。 

 

 

◎会期の決定 

◯教育長 

日程第２、会期決定についてお諮りいたします。今定例会の会期は本日１日としたいと思います。これに御異議ございません

か。 

 

（異議なしの声あり） 

 

◯教育長 

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とすることに決定いたしました。 

 

 

◎前回会議録の承認（令和６年第９回定例会） 

○教育長 

日程第３、前回会議録の承認について、御異議なければ承認したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 



- 5 -

 

〇教育長 

異議なしと認めます。よって、前回会議録を承認することに決しました。 

 

 

◎教育長の報告 

○教育長 

　　日程第４、教育長の報告をいたします。２点報告いたします。 

　　８月２９日に開会し、９月１２日に閉会しました市議会令和６年第６回定例会について報告します。今回一般質問を通告した

８名のうち、５名の議員から教育委員会に関係した質問がありました。 

　　伊藤雅輝議員からは、立佞武多の館のリニューアル計画に関する質問の再質問として「西北ジュニアウインドブラスの活動・

練習場所について」「西北ジュニアウインドブラスの活動のため五所川原第一中学校を日曜日に開放することについて」、部活

動の地域移行について「市としてどのように指導者・場所の確保や活動経費にかかわっていくのか」「指導者の育成について」

の質問がありました。 

　　花田勝暁議員からは、「三好小学校閉校後の跡地利用について」質問がありました。 

　　秋田幸保議員からは、スポーツ推進委員に関して「スポーツ推進委員の人数等について」「活動状況について」「技術力向上

のための取組について」「今後予定している研修会等の内容について」「小・中学生を対象としたイベントの有無と外部講師と

しての派遣について」の質問がありました。 

　　藤森真悦議員からは、公共施設等総合管理計画に関する質問の再質問として「楠美家住宅の移築にかかった費用の総額につい

て」「現在までの指定管理料以外の修繕料及び備品購入費の総額について」「楠美家住宅のこれからの方向性について」、また

菊ケ丘運動公園を中心とした整備に関して「市営球場のこれからのビジョンについて」の質問がありました。 

　　和田祐治議員からは、ふるさと納税「太宰治等芸術文化振興コース」の図書購入事業に関して「図書購入事業と学校図書館整

備事業の内容について」「学校図書館の図書数と利用冊数について」「市立図書館及び学校図書館の購入図書選定基準について」

「子どもたちの読書推進につながる取組について」の質問がありました。 

　　また、予算決算特別委員会においては、主なものとして「小学校トイレ改修事業について」「つがる克雪ドームの修繕箇所及

び修繕料の内訳について」「嘉瀬スキー場の過去５年間の営業日数及び利用者について」「学校給食費の単価の推移について」

等の質問がありました。 

　　一般質問及び予算特別委員会での質問と答弁内容については、資料を配布しておりますので後ほど御覧ください。私からは以
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上です。 

 

◎報告案件 

○教育長 
次に、日程第５、報告第７号「議案に対する意見について（令和６年度五所川原市一般会計補正予算第４号）」及び日程第６、

報告第８号「議案に対する意見について（公の施設の指定管理者の指定について）」は関連がありますので一括議題といたしま

す。 

本件について、担当から報告願います。 

 

○社会教育課長 

　（報告第７号及び報告第８号について、報告及び提案事件綴を基に説明した。） 

 

○教育長 

　　ただ今の報告について、何かありませんか。 
 

○奈良委員 

　　今は五所川原ＦＭは商工会議所の１階でやっていますが、放送もオルテンシアのところでやることになるんですか。 

 

○社会教育課長 

　　放送についてはそこまでお話をいただいておりません。あくまでも、オルテンシアの指定管理者について指名いただいたとい

うことです。 

 

○奈良委員 

　　分かりました。 

 

○教育長 

　　ほかにございませんでしょうか。 
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（なしの声あり） 

 

○教育長 
次に、日程第７、議案第２７号「五所川原市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則の制定について」

を議題といたします。 

本件について、担当より説明願います。 

 

○教育総務課長 

　（議案第２７号について、提案事件綴を基に説明した。） 

 

○教育長 

　　これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。 
 

〇奥山委員 

　　松島小学校の学区の一部が中央小学校になるということで、今後の推移の在り方が、松島小学校がどのくらい縮小して、中央

小学校がどのくらい増える見込みがあるのかという数字を出すことはできるのか。 

 

〇教育総務課長 

　　手元に資料を持参しておりませんでしたので、後ほど通学区域審議会でお示しした資料をお渡ししたいと思います。 

 

〇教育長 

　　よろしくお願いいたします。ほかにございませんでしょうか。 

 

○丁子谷委員 

　　６ページの資料で、改正前は「栄小学校・三輪小学校」、左にきて改正後「栄小学校、三輪小学校」の違いはなんですか。 

 

○教育総務課長 

　　こちらは「（４）その他所要の字句の改正」に当たるところでございます。表の中で中黒と句読点が混在しておりましたので、
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句読点で統一させていただいたというところでございます。 

 

○丁子谷委員 

　　何の意味があるのでしょうか。 

 

○教育総務課長 

　　表示の統一です。 

 

○丁子谷委員 

　　内容は変わらないだろうけど、どちらかに統一すればいいのかなと。 

 

○教育総務課長 

　　統一させていただきます。 

 

○教育長 

　　ほかにございませんか。 
 

（なしの声あり） 

 

〇教育長 

それでは質疑を終結いたします。 

採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

〇教育長 

異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

以上をもって今定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 
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その他として、まずは各課から何かありませんか。 

 

〇学校給食センター所長 

　（給食費の改定及びすくすく学校給食応援事業の事業内容の変更について、資料を基に説明した。） 

 

〇教育長 

ありがとうございました。ただ今の説明について何かありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

〇教育長 

　　それでは各課からほかにありませんか。ないようであれば委員の皆様からその他として何かございますでしょうか 

 

〇奥山委員 

　　学校給食の無償化での県の財源を新たな子育て支援事業をやる場合に使うことができるということで、今現在耳に入ってきて

いるのは２歳児の保育料無償化や学童保育の延長料の無償化というのは聞こえているんですけど、その他教育委員会の管轄する

ところで何かあるんでしょうか。 

 

〇学校教育課課長補佐 

フッ化物洗口、週１回フッ化物でのうがいをするものですが、それが給食費の無償化の事業の子育て支援の施策としてやって

いくものの１つです。これから１０月末頃から始められる予定で進めているところです。 

 

〇奥山委員 

　　ありがとうございます。 

 

〇教育長 

　　ほかにございませんでしょうか。 
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〇楠美委員 

　　先日、ゴミスポの方に参加させていただいたんですけど、思ったよりも人数がすごく集まって、学校ごとの競争という形式だ

ったのですごく盛り上がってドームの周辺だけだったんですけど、結構な量のごみが集まりいいことだと思いました。ただ今回

はドームだったんですけど、場所を変えて菊ヶ丘公園だったり河川敷とかいろいろな所があると思うので、これから回数を増や

してやることは考えているんでしょうか。 

 

〇教育総務課長 

　　あちらの事業ですが市連Ｐの主催の事業でございまして、私どもは実質お手伝いというところでございます。市連Ｐさんでは

ゴミスポ以前は河川敷でもごみを拾っていたということです。次年度以降もそういったイベントとかの動きがありましたら、教

育委員会としても支援してまいりたいと思っております。 

 

〇楠美委員 

　　すごく楽しかったので是非やってやってほしいと思います。 

 

〇教育長 

　　御参加ありがとうございました。ほかにございませんか。 

 

〇丁子谷委員 

　　議会でも質問している議員がいましたけども、例えば小中学校や公民館などのうちの方で管轄している建物で洋式トイレの改

修でほとんどが洋式になっていると思うんですが、この前の能登半島の災害でみますと、水洗トイレが使えなくて和式トイレを

望む避難民が相当数いたと。避難所として提供しているのがどのくらいあるのかと、トイレの改修時においても２、３個残すと

か市長部局と相談しながら進めていってほしいものだなとニュースを見ながら感じました。避難している方は相当精神的に疲れ

ていると思うので、その辺我々も考えて進めていかないといけないと思っておりました。 

 

〇教育長 

　　ありがとうございました。非常に大事なことだと思いました。利用者が様々な方がいるということで、例えば三輪小学校のト

イレ改修に当たっては三輪小学校からニーズだとか聞き取りしながら進めたと思うんですが、その辺で１００パーセント完全洋

式化ということではなく進めた状況とか背景とか、もし説明できる範囲内で教えてもらえたらお願いします。 
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〇教育総務課長 

　　まずは学校側として、社会学習の意味でも和式便器があるというのが１つと、洋式便器なら直に肌に接触するのが嫌なお子様

もいらっしゃるということもあって、配慮として学校側の話の中で和式便器を残してほしいという声がありましたので、全部は

洋式にしなかったということです。 

 

〇教育長 

　　まさに多様性に配慮しているということで、そういう意味で施設の改修等も我々も充分気を配って進めていく必要があろうか

と思いますので、大事にしていきたいと思います。 

　　ほかにございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

〇教育長 

　　それでは、以上で本日の日程は全て終了しました。 

これにて令和６年五所川原市教育委員会第１０回定例会を閉会いたします。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後１時５７分閉会  
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署　　名　　 

 

 

五所川原市教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

  令和６年１０月２５日 

 

 

 

五所川原市教育委員会教育長　　　　　　　原　　　真　紀 

 

 

 

五 所 川 原 市 教 育 委 員 会 委 員　　１番　　　丁子谷　　　悟 

 

 

 

五 所 川 原 市 教 育 委 員 会 委 員　　３番　　　楠　美　恭　寛 

 

 

 

会 議 の 書 記 　 教 育 総 務 課 長　　　　　　　須　藤　淳　也


